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【計画策定の背景と趣旨】 

近年、障がい者福祉に関する法律や制度の整備が進み、障がいのある人の自立・社会参加を推進

する社会形成が求められており、特に、障がいのある人が、個人の適正に応じ、能力を十分に発揮し

て働くことができる社会の実現が重要となっています。 

このような社会情勢の中、国及び地方公共団体の機関においては、障がい者の法定雇用率達成に

向けた取組を進めることが求めれており、令和元年６月１４日に公布された「障害者の雇用の促進等に

関する法律の一部を改正する法律」では、障がいのある職員が活躍しやすい職場づくりや人事管理を

進める等、雇用の質を確保するための取組を確実に推進していくため、国及び地方公共団体に「障害

者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」（以下「障害者活躍推進計

画」）の作成及び公表が義務化されました。 

 こうした状況をうけて、松阪市では障がい者の雇用促進のみならず、障がい者である職員の活躍推

進について、これまで以上にその取組を推進するため、この計画を策定するものです。 

 

【計画策定経過】 

本計画を策定するため、各任命権者の担当者、人事部局、障がいのある職員数名を構成員とした

「障がい者雇用推進チーム」を構成し、検討を重ねたほか、障がいのある職員全員を対象に「職場等

の満足度に関するアンケート調査」を実施し、本計画の策定に至ったものであります。 
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機関名 松阪市役所 

任命権者 松阪市長、松阪市上下水道事業管理者、松阪市教育委員会、松阪市農業委

員会、松阪市議会議長 

計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

松阪市における障

がい者雇用に関

する課題 

本市においては、積極的な採用活動を行い、令和元年６月１日時点での障が

い者実雇用率は２．８％であり、法定雇用率を充足している。 

今後においても法定雇用率を充足していくためには、障がい者雇用の促進をさ

らに進めていく必要があり、これらの職員を定着させていくためには、あらゆる

側面から一層の体制整備や取組が必要である。 

目標 

(１) 採用に関する

目標 

計画的な障がい者の採用を継続的に行い、計画期間中における当該年度の６

月１日時点での障がい者雇用率において、常に法定雇用率を充足するよう、ま

た、さらなる雇用率の向上を図る。 

 

【指標】 

当該年度の６月１日時点における障がい者実雇用率  

（各年度） 当該年度の６月１日時点の法定雇用率を上回る人数を採用してい

く。 

※令和２年度の法定雇用率（予定）：２．５％ 

※令和３年４月１日までに法定雇用率の２．６％への引上げも予定されており、

法定雇用率充足のための計画的な採用を進めていく。 

 

【実績値（直近）】 

令和元年６月１日時点の本市の雇用率：２．８％ 

 

【評価方法】 

毎年の任免状況調査により把握・進捗管理を行う。 
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(２) 定着に関する

目標 

障がいのある職員における離職者を出さないために、障がいのある職員が、

円滑に職場に馴染み、やりがいを持って日々働いていく風土づくりを促進す

る。 

 

【指標】 

当該年度の６月１日時点における、前年度採用者（障がいのある職員に限る）

の離職者数  

 

【評価方法】 

毎年の任免状況調査時に全職員に対して周知し、障がいのある職員のうち了

承が得られた前年度採用者の定着状況を把握・進捗管理。 

(３) キャリア形成

に関する目標 

特に管理職における障がい者雇用に対する理解度を向上させ、障がいのある

職員が明確な目標を持って自身のキャリア形成を構築できるような組織づくり

を促進する。 

 

【指標】 

管理職を対象とした障害者雇用理解促進に係る研修の実施（年に 1回） 

 

【評価方法】 

研修を実施する際の参加者向けのアンケート調査における研修内容の理解度

項目において、理解度の状況を把握・進捗管理を行っていく。 

取組内容 

(１ ) 障がい者の

活躍を推進する体

制整備 

○障害者雇用推進者として総務部職員課長を選任する。 

 

○組織内の人的サポート体制（障害者雇用推進者、障害者雇用指導相談員、

障害者職業生活相談員、ジョブコーチ、産業医等）を充実させる。 

・障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員、障がいのある職員、及び任命

権者毎の担当者、及び人事部局（総務部職員課）等を構成員とした「障がい者
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雇用推進チーム」を構成し、必要に応じて会議を開催し、組織全体としての人

的サポート体制の強化を図る。 

 また、「松阪市障がい者活躍推進計画」の実施状況の管理及び修正等につ

いても「障がい者雇用推進チーム」を通じて実施していく。 

 

・毎月第 3火曜日に職員向けに開催している「こころの健康相談（※申込制、精

神科医師が担当）」について、業務上の悩みや不安等を抱えている障がいのあ

る職員から申し込みがあった場合、優先的に相談を実施する。 

 

(２ ) 障がい者の

活躍の基本となる

職務の 

選定・創出 

○障がいのある職員一人ひとりの特性・能力等を把握し、可能な限り本人の希

望も踏まえた上で、本人に合った業務の割振りまたは職場の配置を行う等、障

がいのある職員と業務との適切なマッチングを図り、障がいのある職員一人ひ

とりの活躍の場を確保し、自身のキャリア形成の構築の推進を図る。 

 

○身体障がい等により従来の業務遂行が困難となった障がいのある職員から

相談があった 

場合は、労働局に相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創出につ

いて検討する。 

(３) ．障がい者の 

活躍を推進するた

めの環境整備・人

事 

管理 

○必要に応じて「こころの健康相談」等の相談窓口における相談を実施するほ

か、期首（５月頃）及び期末（１月頃）に実施している「人事評価の期首面談・期

末面談」において、障がいのある職員に対しては、業務等に関する悩みや不

安、必要な配慮等の有無について、所属長が把握することとし、その内容を踏

まえて検討を行い、必要に応じて措置を講じる。 

 

○なお、措置を講じるに当たっては、障がい者からの要望を踏まえつつも、過

重な負担にならない範囲で適切に実施する。 
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○募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。 

・特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 

・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」と

いった条件を設定する。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

 

〇障がいのある職員から物的環境整備に関する要望（障がいのある職員を対

象として実施する「職場等の満足度に関するアンケート調査」により把握）があ

った場合、「障がい者雇用推進チーム」や関連部局等において、検討を行い、

必要に応じて措置を講じる。 

(４）その他 ○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

に基づく障がい者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡

大を推進する。 

 


